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高
田
　
浩
司
　
議
員

津
波
や
高
潮
対
策

問①
森
・
本
郡
・
尾
崎
海
岸
に

か
け
て
、
巨
大
地
震
に
よ
る

津
波
対
策
や
台
風
時
の
高
潮

対
策
は
。

②
洪
水
防
止
の
河
床
整
備
は
。

答�

上
坂
道
路
河
川
課
長

①
県
で
は
震
災
以
降
、
港
湾

施
設
や
海
岸
施
設
の
耐
震
調

査
、
老
朽
化
調
査
や
海
岸
に

お
け
る
海
溝
部
調
査
を
実
施

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
県
は
こ
れ
ら
の
結

果
に
よ
り
、
順
次
施
設
の
液

状
化
対
策
や
耐
震
補
強
を
実

施
し
て
い
く
方
針
で
、
津
波

被
害
の
危
険
性
等
を
考
慮

し
、
緊
急
性
の
高
い
と
こ
ろ

か
ら
、
必
要
な
対
策
に
取
り

な
対
策
が
で
き
る
か
検
討
し
、

県
に
対
し
強
力
に
要
望
・
要

請
し
て
い
き
た
い
。

公
共
下
水
道
の
整
備
推
進

問　
森
川
水
域
の
水
質
改
善

や
、
快
適
で
衛
生
的
な
生
活

環
境
を
保
全
す
る
た
め
の
早

急
な
整
備
を
。

答
　
長
尾
水
道
部
長

　

公
共
下
水
道
工
事
の
認
可

区
域
は
、
中
村
・
森
・
本
郡

地
区
で
は
、
市
道
尾
崎
中
村

線
沿
い
の
尾
崎
地
区
と
本
郡

地
区
の
境
界
ま
で
、
国
道
３

７
８
号
線
沿
い
で
は
北
山
崎

周
辺
ま
で
で
、
今
後
の
認
可

区
域
の
拡
大
に
併
せ
て
順
次

整
備
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

下
水
道
整
備
区
域
外
の
三

秋
地
区
は
、
浄
化
槽
設
置
整

備
事
業
の
個
人
設
置
型
で
対

応
す
る
。

　

森
・
八
倉
・
宮
下
・
上
野

地
区
に
は
水
源
地
が
あ
る
が
、

下
水
道
は
全
て
の
地
区
が
未

整
備
で
、
水
源
地
で
は
、
毎

年
水
質
調
査
を
行
っ
て
い
る

が
、
過
去
の
水
質
と
、
ほ
と

ん
ど
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。

　

水
源
地
の
水
質
保
全
の
重

要
性
は
十
分
理
解
し
て
お
り
、

で
き
る
だ
け
早
く
下
水
道
整

備
を
行
い
た
い
。

 

子
育
て
支
援
の
強
化

問①
時
間
外
保
育
や
夜
間
・
休

日
保
育
の
導
入
を
し
て
は
。

②
子
ど
も
手
当
を
市
単
独
で

増
額
し
て
は
。

答
　
武
智
市
長

①
本
市
の
子
育
て
支
援
施
策

は
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の

午
前
７
時
か
ら
午
後
７
時
ま

で
の
延
長
保
育
を
、ぐ
ん
ち
ゅ

う
・
と
り
の
き
・
う
え
の
保

育
所
で
実
施
し
、
さ
く
ら
幼

児
園
は
土
曜
日
も
午
前
７
時

か
ら
午
後
６
時
ま
で
実
施
し

て
い
る
。

　

休
日
保
育
は
、
保
育
所
で

の
実
施
は
な
く
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
に
会
員
登
録
す
る
こ
と

で
有
償
利
用
が
で
き
る
。
さ

ら
に
、
家
庭
で
の
保
育
が
一

時
的
に
困
難
と
な
っ
た
場
合

の
一
時
保
育
促
進
事
業
を
、

ぐ
ん
ち
ゅ
う
保
育
所
で
実
施

し
て
い
る
。　

　

今
後
も
、
子
育
て
に
関
す

る
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
応
え

ら
れ
る
よ
う
環
境
整
備
を
図

り
た
い
。

②
本
市
の
２４
年
度
の
給
付
総

額
は
、
５
億
９
３
０
２
万
５

０
０
０
円
で
あ
り
、
財
源
内

訳
は
、国
が
６９
％
、県
が
１５
％
、

本
市
が
１６
％
の
９
５
６
９
万

円
の
負
担
割
合
で
あ
り
、
さ

ら
に
単
独
分
を
増
額
し
て
支

給
す
る
こ
と
は
、
財
政
上
の

問
題
も
あ
り
、
極
め
て
困
難

で
あ
る
。

組
む
予
定
で
あ
る
。

　

離
岸
堤
は
、
海
岸
か
ら
１

５
０
ｍ
沖
に
高
さ
３
・
４
ｍ

で
配
置
す
る
と
、
護
岸
の
必

要
高
さ
は
、
プ
ラ
ス
６
ｍ
と

な
り
、
１
・
４
ｍ
低
く
で
き

る
と
の
調
査
結
果
が
出
て
お

り
、
今
後
の
詳
細
な
調
査
及

び
検
討
に
よ
り
、
工
法
を
決

定
す
る
計
画
で
あ
る
。

　

既
設
の
護
岸
は
、
施
工
後

４０
年
以
上
経
過
し
、
一
部
老

朽
化
が
見
ら
れ
、
護
岸
の
高

さ
も
不
足
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
今
後
対
策
が
必
要
と
さ

れ
て
お
り
、
施
設
の
液
状
化

対
策
や
耐
震
補
強
の
進
捗
状

況
を
見
き
わ
め
な
が
ら
、
早

期
事
業
再
開
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

答�

久
保
産
業
建
設
部
長

②
河
川
内
の
堆
積
土
砂
の
取

り
除
き
や
除
草
、
立
ち
木
処

理
が
有
効
で
、
管
理
者
で
あ

る
県
が
行
う
が
、
限
ら
れ
た

予
算
の
た
め
、
要
望
ど
お
り

実
施
で
き
て
い
な
い
。

　
今
後
は
、
地
域
住
民
の
意

見
を
吸
い
上
げ
、
ど
の
よ
う

森川の下流（伊予市森）


